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都道府県薬剤師会 会長 殿 

 

日 本 薬 剤 師 会 

会長 岩月 進 

（会長印省略） 

 

 

令和７年度薬価改定および期中の診療報酬改定について 

 

 

平素より、本会会務に格段のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  

令和 7 年度薬価改定や中間年改定の年に行う期中の診療報酬改定等を行うこ

とにつきましては、令和６年 12 月 25 日付け日薬業発第 356 号にてお知らせし

たところですが、今般、別添のとおり、本会の令和７年度予算に係る大臣折衝

を受けてのコメントを公表いたしましたのでお知らせいたします。 

つきましては、貴会会員にご周知下さいますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

 

 

（別添） 

 令和７年度薬価改定および期中の診療報酬改定について 

（令和６年 12 月 26 日付け、日本薬剤師会） 
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別添 

令和７年度薬価改定および期中の診療報酬改定について 

（令和７年度予算に係る大臣折衝を受けてのコメント） 

 

 

昨日、加藤勝信財務大臣と福岡資麿厚生労働大臣による令和７年度予算に関する折衝

が行われ、令和7年度薬価改定や中間年改定の年に行う期中の診療報酬改定等を行うこ

とが確認されました。 

これまで日本薬剤師会は、頻回・過度な薬価改定は薬局経営ひいては患者・地域住民

への安定した医薬品提供に影響を及ぼすことから、薬価中間年改定の実施には反対であ

ると主張してきたところですが、令和7年度も薬価改定が実施されることは残念と言わ

ざるを得ません。 

しかし、これまでの薬価中間年改定において一律に適用されてきた対象範囲の取り扱

い（平均乖離率の0.625倍を超える品目を一律に対象とすること）を見直し、令和６年

12 月 20 日の３大臣合意（内閣官房長官、財務大臣、厚生労働大臣）により、創薬イノ

ベーションの推進や医薬品の安定供給の観点から、医薬品の品目ごとの性格に応じた対

象範囲が設定されることになったことは、本会のこれまでの主張が一定程度ご理解いた

だけたものと受け止めています。 

また、令和６年10月から、国民皆保険の維持・堅持に向けた後発医薬品のさらなる使

用促進に向け、長期収載品に係る選定療養が導入されました。これらについては、薬剤

師・薬局による制度の趣旨に関する内容を含めた患者への丁寧な説明・対応が行われて

おりますが、現場では通常の業務に加えてさらなる業務負担が生じています。このよう

な状況を踏まえ、今回の期中の診療報酬改定として、薬局薬剤師による患者への説明な

ど保険薬局の業務負担が更に増加していること等を踏まえた評価の見直し（特定薬剤管

理指導加算３のロの増点）が検討されることについては、感謝申し上げる次第です。 

一方、「国民負担の軽減」と「医療の質向上」を同時に実現することは、引き続きの大

きな課題となります。令和７年度薬価改定による関係者の経営実態、ドラッグ・ラグ／

ドラッグ・ロス、安定供給、医療の質向上への影響などしっかりフォローして、今後の

対応を検討していく必要があります。本会としても関係者と連携を図りながら、現場で

の取り組みが円滑に進むよう尽力していく所存です。 

 

 

令和６年 12 月 26 日 

日 本 薬 剤 師 会 
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